
１９

一次下請負人経由可

①一次下請締結後

　　　元請業者である特定建設業者が、作成建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、一次下請人に対し

　　施工体制台帳作成工事である旨の通知を行うとともに、工事現場の見やすい場所にその旨が記載された書面

　　を掲示し、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

②二次下請締結後

　　　一次下請人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを含む）を提

　　出するとともに、二次下請負人に施工体制台帳作成工事である旨の通知を行います。

　　　作成特定建設業者は一次下請負人から提出された再下請負通知書により、又は自ら把握した情報に基づき

　　施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

③三次下請締結後
　　　二次下請人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを含む）を提

　　出する（一次下請負人を経由して提出することもできる）とともに、三次下請負人に対し施工体制台帳作成工事

　　である旨の通知を行います。

　　　作成特定建設業者は二次下請負人から提出された再下請負通知書若しくは自ら把握した情報に基づき記載

　　する方法又は再下請負通知書を添付する方法のいずれかにより施工体制台帳及び施工体系図を整備します。
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施工体制台帳の作成手順は問　１２

施工体制台帳・作成のフロー図
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まずは、施工体制台帳作成工事であることを工事関係者に周知しよう！！

　この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を
他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場
内建設ステーション／△△営業所まで、建設業法施行規則（昭
和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負通
知書を提出して下さい。
　一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日
を付記して同様の書類を提出して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設(株)

下請負人となった皆様へ
　今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和
２４年法律第１００号）第２４条の７第１項により、施工体制台帳を作成しなければならないこと
となっています。
①この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者（建
　設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、建設業法第２４条の７
　第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条
　の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。ま
　た一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記
　して同様の通知書を提出しなければなりません。
②貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して、「も
　しさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設業者に対する①の通知書の提
　出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。

　　　　　　作成特定建設業者の商号　　　○○建設(株)
　　　　　　再下請負通知書の提出場所　工事現場内建設ステーション／△△営業所

２０

行う者：元請業者

●現場内の見やすい場所に再下請通知書の
　提出案内を掲示

行う者：すべての業者

●下請に工事を下ろす際以下を書面で通知
　●元請業者の名称●再下請負通知が必要な旨

掲　　示 書面通知

（「施工体制台帳の作成等について」　（Ｈ７．６．２０　建設省通知））

「施工体制台帳・施工体系図」作成に係る関係者への周知義務

現場への掲示文例

下請業者への書面通知例


